
実務に直結！ 「医療法人」トータル解説講座

ベーシック  医療法人制度と
医療法人の税務

医療法人に関する基礎を１日でマスター

実務は難問山積… 解決の糸口に！

PART1

医療法人の設立、運営、
相続・事業承継と実務対応

PART2

　厚生労働省の調べでは、平成30年３月31日現在の全国の医療法人総数は53,944件となっています。医
療法人制度は第５次医療法改正により、平成19年4月1日以後大きく変わりましたが、医療法人数は毎年増
加しています。特に、「基金拠出型医療法人」の増加が著しく、平成30年３月31日現在11,445件の法人数
となっており、今後も増加が見込まれます。
　PART1では、医療法人に関する事項を1日で整理できるよう、医療法人制度・医療法人の税務について基
礎から説明するとともに、医療法人を取り巻くトピックスについても解説いたします。
　PART２では平成29年10月１日から３年間の時限措置としてスタートした「認定医療法人制度」の現状を
紹介し、活用の是非の判断と計画認定を受ける際の医療法及び税法上の実務ポイントを解説します。あわせ
て、医療法人の相続・事業承継に関する実務上の取扱いと、平成30年度税制改正が医療法人に与える影
響、消費税率引上時の控除対象外消費税問題の現状をとりあげます。
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２つの講座で「医療人の設立・運営・承継」のすべてを基礎から実務まで解説

10月18日
木

東京開催

11月9日
金

東京開催

セ
ミ
ナ
ー
検
索

お
申
込
み
は.TEL  03-6777-3450

東京都千代田区丸の内１-８-２
 鉃鋼ビルディング

PART2

PART1

税務研究会セミナーご案内



セミナー内容

「医療法人」トータル解説講座　PART1
医療法人に関する基礎を１日でマスター

ベーシック  医療法人制度と
医療法人の税務

東京開催 10月18日（木）東京開催 10月18日（木）

★ 医療法人の制度と税務に関して広く かつ 基礎的なことから解説
★ 新たに医療法人に関わることになった税理士先生、事務所の職員、医療法人関係者
　 に最適な講座
★ 普通法人と取扱いが違う法人税・消費税・事業税のポイント
★ 病院・診療所から寄せられる相談事例をもとに解説
★ 平成29年度改正の目玉である認定医療法人に係る改正事項についても解説

1．医療法人制度の概要
　①医療法　
　②医療法人制度の歴史
　③医療法人の類型　
　　・持分あり医療法人と持分なし医療法人の違い
　　・経過措置医療法人
　　・基金拠出型医療法人
　　・社会医療法人、特定医療法人
　④医療法人が営むことができる業務
　⑤医療法人の機関（社員総会・理事会）
　⑥社員の資格・権限
　⑦役員（理事長・理事・監事）の職務
　⑧医療法人の合併・分割
　⑨医療法人の解散
2．医療法人設立手続と留意点
　① 医療法人のメリット・デメリット
　② 設立の流れ・スケジュール
　③設立認可申請書類
　④設立時の留意点
　　（定款・社員構成・設立総会議事録・決算月など）
　⑤設立時の財産拠出に対する課税問題
　　（基金拠出型医療法人以外）
　⑥基金を現物で拠出する場合の課税上の留意点
3．医療法人運営上の留意点
　①医療法人の経営の透明性の確保・ガバナンスの強化
　②運営上必要な手続き
　　・事業報告書等の作成及び提出
　　・役員変更届、登記事項完了届の提出
　　・議事録の作成
　　・登記
　③医療法人に対する指導監督権限及び罰則規定

　　・医療法人運営管理指導要綱
　　・通知
　④医療法人の類型別留意点

1．法人税
　①法人税法上の区分
　②資本金等の額
　③社会保険診療報酬に係る概算経費の特例
　④役員給与
　⑤医療用機器等の特別償却
　⑥中小企業投資促進税制等
　⑦交際費課税、寄附金課税
2．法人事業税
　①法人事業税上の区分
　②社会保険診療報酬等に係る所得の課税除外
3．消費税
　①非課税取引
　②控除対象外消費税等
4．相続税・贈与税
　①出資の評価、基金の評価
5．その他
　①非常勤医師に対する源泉徴収
　②印紙の取扱い
6．税務調査の傾向と対策

1．認定医療法人制度
　①認定医療法人の要件
　②認定を受けた医療法人が持分なし医療法人に
　　移行した場合の贈与税
2．地域医療連携推進法人制度

Ⅰ  制度

Ⅱ  税務

Ⅲ トピックス



「医療法人」トータル解説講座　PART2 東京開催 11月9日（金）東京開催 11月9日（金）

セミナー内容

実務は難問山積… 解決の糸口に！

医療法人の設立、運営、
相続・事業承継と実務対応
★ 改正後の認定医療法人制度の現状と活用時の留意点

★ 医療法人の相続・事業承継の様々な留意点

★ 平成30年度税制改正と医療法人への影響

★ 消費税率引上げと医療機関の控除対象外消費税問題の解決

１. 改正後の認定医療法人の現状
２. 認定医療法人を選択するのか否か
３. 認定医療法人の実務ポイント（医療法）
４. 認定医療法人の実務ポイント（税法）

１. 医療法人の現状と規模別事業承継対策の検討
２. 一人医師医療法人の相続・事業承継
３. 医療法人と役員退職給与
４. 特定医療法人・社会医療法人の改正点と相続・事業承継への対応

　給与所得控除の縮減、一般社団法人への課税の見直し、など平成30年度税制改正が医療法人経営等にどう影響す
るか。

　消費税率10％への引上げが現実問題となるなか、医療機関の控除対象外消費税問題はどのように解決されるのか。

Ⅰ  改正後の認定医療法人制度の現状と活用時の留意点

Ⅱ  医療法人の相続・事業承継など

Ⅲ  平成30年度税制改正と医療法人への影響

Ⅳ 消費税率引上げと医療機関の控除対象外消費税問題の解決



ベーシック
医療法人制度と医療法人の税務

お客様コード

郵便番号 所在地

フ リ ガ ナ

フリガナ フリガナ

□銀行振込（手数料はお客様負担）
□郵便振替

申込担当者
部署・氏名

会  社  名

TEL
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部課名

氏　名
参
加
者

支払い方法
（お選びください）

〒

個人情報保護方針について：ご記入頂きました個人（法人）情報につきましては、当社商品の案内やセミナー開催に関する情報を提供する以外
の目的では利用いたしません。又、登録情報は厳重に管理し、第三者に開示することは一切ございません。

PART 1
10/18

No.120666
医療法人の設立、運営、
相続・事業承継と実務対応

PART 2
11/9

No.120669

有料セミナー  FAX申込書
No.901141
「医療法人」トータル解説講座

ご希望の講座に□を
入れてください

□ PART1
□ PART2

日 時

平成30年10月18日（木）
10：00～17：00

PART1　医療法人に関する基礎を１日でマスター
ベーシック  医療法人制度と医療法人の税務

平成30年11月9日（金）
10：00～17：00

PART2　実務は難問山積… 解決の糸口に！
医療法人の設立、運営、相続・事業承継と実務対応

受 講 料

1 名様につき（テキスト・昼食・消費税含む）
1講座の場合
2講座の場合
※会員特典「無料クーポン」の対象セミナーです。２講座ご受講の場合は２枚必要です。
　Webクーポンをご利用の方は、こちらの会員サイト「税研ウェブサービス」から
　お申込みください。

※キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください（受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります）。
　代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。

※当日は電卓をお持ち下さい。

会　員
29,000 円
53,000 円

読　者
34,000 円
63,000 円

その他
39,000 円
73,000 円

申込方法
申込書に記入の上 FAX して下さい。ホームページからもお申込みいただけます。

会 場

申 込 先
丸の内税研アカデミー
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号　鉃鋼ビルディング
TEL. 03-6777-3450　FAX. 0120-67-2209

鉃鋼ビルディング・カンファレンスルーム
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号　鉃鋼ビルディング（南館4階） 

丸の内税研アカデミー（税務研究会） 行　https://www.zeiken.co.jp/seminar/　FAX 0120-67-2209

受講票は原則として受講者へメールで送信しますが、お申込み担当者へ▶の送信をご希望の場合は、ご担当者のメールアドレスをご記入ください

税研ウェブ
サービス各種
会員サイト入口

会員用ＨＰ用


